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コ
ロ
ナ
禍
で
中
小
企
業
の
現
場
で
お
き
て
い
る
こ
と 

8 

１ 

２
０
２
０
年
の
春
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ

る
社
会
経
済
へ
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。
中
小
企
業
の

倒
産
・
破
産
が
激
増
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
を
し

て
い
た
が
、
ふ
た
を
開
け
て
み
れ
ば
、
２
０
２
１
年
の
倒

産
件
数
は
、
前
年
比
23
％
減
の
６
０
１
５
件
で
、
１
９

６
６
年
に
次
い
で
過
去
３
番
目
に
少
な
い
と
い
う
（
帝
国

デ
ー
タ
バ
ン
ク
）
。 

 
 

何
故
、
こ
の
よ
う
な
現
象
と
な
っ
た
の
か
。
一
つ
は
、

２
０
２
０
年
３
月
に
は
じ
ま
っ
た
、
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
（
無

利
子
・
無
担
保
融
資
）
に
よ
る
支
援
で
あ
る
。
そ
の
額

は
、
約
40
兆
円
に
上
る
。 

 
 

更
に
は
、
持
続
化
給
付
金
や
コ
ロ
ナ
休
業
支
援
金
、
都

道
府
県
を
通
じ
た
時
短
営
業
協
力
金
、
な
ど
が
中
小
企

業
・
事
業
者
の
生
業
を
下
支
え
し
た
。 

 

２ 

コ
ロ
ナ
禍
前
の
中
小
企
業
が
、
順
風
満
帆
だ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
少
子
高
齢
化
と
地
域
経
済
の
空
洞
化
が
続
く

中
で
、
経
営
者
の
高
齢
化
が
進
み
、
70
歳
を
超
え
て
も

後
継
者
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
企
業
は
過
半
数
を
超
え
、

泣
く
泣
く
黒
字
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
地
域
経
済
を
更

に
沈
滞
さ
せ
る
悪
循
環
に
あ
っ
た
。 

 
 

企
業
数
の
９
９
．
７
％
、
雇
用
者
数
の
68
％
を
占
め

る
中
小
企
業
は
、
日
本
と
地
域
経
済
を
支
え
る
屋
台
骨
で

あ
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
大
企
業
と
の
格
差
－
労
働
生

産
性
、
付
加
価
値
率
、
労
働
時
間
・
賃
金
・
福
利
厚
生
を

は
じ
め
と
し
た
劣
悪
な
労
働
環
境
、IT

化
の
遅
れ
、
な

ど
－
が
長
ら
く
指
摘
さ
れ
、
そ
の
改
善
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
お
り
、
政
府
も
そ
の
改
善
を
後
押
し
し
て
い
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
突
入
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
取
り

組
み
を
一
気
に
後
景
に
押
し
や
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

３ 

さ
て
、
こ
れ
か
ら
の
中
小
企
業
は
ど
う
な
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
。
心
配
は
、
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資
の
返
済
が
始
ま
る

今
年
４
月
以
降
の
返
済
問
題
で
あ
る
。
返
せ
る
あ
て
が

あ
っ
て
の
借
入
で
は
な
い
企
業
も
相
当
数
に
上
る
。
４
月

以
降
、
中
小
企
業
の
破
た
ん
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

日
本
に
お
け
る
事
業
の
廃
止
と
い
う
観
点
で
状
況
を
見

た
場
合
、
実
際
上
は
、
倒
産
・
破
産
と
い
う
債
務
超
過
を

理
由
と
し
た
中
小
企
業
・
事
業
者
の
事
業
廃
止
よ
り
、
休

廃
業
・
解
散
と
い
う
事
業
の
廃
止
が
は
る
か
に
多
い
。 

 
 

２
０
２
１
年
の
休
廃
業
・
解
散
は
、
５
万
４
７
０
９
件

で
、
そ
の
う
ち
５
６
．
２
％
が
当
期
純
利
益
で
黒
字
の
事

業
者
、
62
％
が
、
資
産
が
負
債
を
上
回
る
状
態
で
の
休

廃
業
・
解
散
、
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ハ
ッ
ピ
ー
リ
タ
イ
ア

の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
地
域
か
ら
は
活
気
が
消
え
て
し

ま
い
、
そ
こ
で
働
い
て
い
た
人
々
の
雇
用
は
奪
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
、
中
小
企
業
・
事
業
者
の
事
業
撤
退
は
、
そ

の
地
域
の
経
済
に
と
っ
て
死
活
問
題
な
の
で
あ
る
。 

 

４ 

コ
ロ
ナ
禍
不
況
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
ロ
シ

ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
進
攻
が
始
ま
っ
た
。
資
材
や
食
物

の
大
半
を
海
外
か
ら
の
輸
入
に
頼
る
日
本
経
済
は
、
コ
ロ

ナ
禍
に
加
え
、
今
世
界
平
和
の
危
機
の
中
で
、
原
油
の
高

騰
も
加
わ
り
、
原
材
料
・
食
物
の
値
上
が
り
と
物
流
コ
ス

ト
の
上
昇
に
直
面
し
、
危
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 
 

 

も
う
10
年
近
く
に
な
り
ま
す
が
、
毎
年
こ
の
時
期

に
、
私
が
理
事
長
を
務
め
る
保
育
園
の
卒
園
式
で
理
事

長
あ
い
さ
つ
を
や
り
ま
す
。 

 

卒
園
式
と
か
卒
業
式
に
は
必
ず
涙
が
伴
い
ま
す
。
卒

園
式
で
流
さ
れ
る
涙
は
主
に
保
護
者
で
、
卒
業
式
で
流

さ
れ
る
の
は
主
に
子
ど
も
た
ち
の
涙
で
す
。
保
育
園
は

０
歳
か
ら
５
歳
ま
で
と
い
う
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
成

長
す
る
時
期
を
過
ご
し
ま
す
。
最
初
に
園
が
撮
影
し
た

０
歳
か
ら
の
ビ
デ
オ
を
観
て
、
保
護
者
は
走
馬
灯
の
よ

う
に
赤
ち
ゃ
ん
の
時
期
か
ら
振
り
返
り
ま
す
。
そ
の
後

入
場
し
て
く
る
園
児
た
ち
の
姿
を
見
て
も
う
そ
れ
だ
け

で
「
こ
ん
な
に
大
き
く
な
っ
た
ん
だ
！
」
と
涙
が
出
て

く
る
の
で
す
。
君
が
代
が
流
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
園

が
自
主
的
に
決
め
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
進
行
す
る
、
な
ん

と
素
晴
ら
し
い
儀
式
で
し
ょ
う
。
子
ど
も
た
ち
は
せ
い

ぜ
い
親
の
涙
の
も
ら
い
泣
き
程
度
の
涙
で
す
。
小
学
校

の
卒
業
式
に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
大
好
き
な
お
友

達
や
先
生
と
別
れ
る
こ
と
に
涙
を
こ
ぼ
し
ま
す
。 

 

あ
る
学
者
が
子
ど
も
中
心
、
遊
び
中
心
の
保
育
園
時

代
と
比
べ
て
、
異
常
な
競
争
主
義
下
に
あ
る
小
中
高
の

教
育
を
指
し
て
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
子
ど
も
と
親
た
ち

は
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
し
ま
す
。
卒
園
式
の

あ
い
さ
つ
で
は
「
小
学
校
に
行
っ
て
も
新
し
い
友
達
を

作
り
、
一
杯
遊
ん
で
ね
」
と
言
葉
で
は
言
い
な
が
ら
、

内
心
「
こ
れ
か
ら
が
大
変
だ
ぞ
！
く
じ
け
る
な
よ
」
と

子
ど
も
た
ち
に
言
い
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
園
を
後
に

し
ま
し
た
。 

 

鎌田 勝典 

卒
園
式
の
涙 
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１ まん延防止措置がすべて解除される見通しとなっ

たようだ。医療関係者からは、まだまだ実態からみ

て気を緩められる状況ではないとの危惧の念が出さ

れている。新たな変異株の出現含めて第７波の到来

は非現実的とは言えない。 

 

２ 総務省の労働力調査によれば、１年以上失業して

いる長期失業者は、2021年10～12月期で流行前に

比べて31％増の64万人とリーマン危機以来の増加が

続くという。失業者予備軍も増えている可能性も大

きい。雇用調整助成金などの対策は失業率を2.6％押

し下げる効果があったと政府は分析する。６月末で

この助成金の特例措置は打ち切られる方向だが、こ

れがそのまま失業者となればさらに増える。 

３ 飲食店はまん延防止措置が解除されても、単純に

客足が戻るとはだれも思っていない。コロナで変

わってしまった国民の習慣はそう単純に元に戻らな

い。 

 

４ 子どもたちは遊ぶ場を奪われ、友達との交流が制

限される生活が長い。保育園などでは子の感染の増

大の下、臨時休園に追い込まれる園がかつてなく多

い。保育士と親との交流も制限され、それが子育て

に対する困難をさらにもたらしている。 

 

５ コロナの爪痕を一つひとつ克服していく闘いは長

く続く粘り強い闘いであることを自覚することから

始まると思う。 

コロナの爪痕 

TOPICS 

労使トラブル110番 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント 

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 

司法書士の業務つれづれ帳 

JAZZでほっと一息 

となりの弁護士  ほか 

連 載 

東京都台東区・上野恩賜公園の桜 



 

 

 内閣府は『我が国の所得・就業構造について』という資料をまとめ、３月３日の経済財政諮問会議に提出しました。1994年から2019年

の25年間の間に国民の所得が大幅に落ち込んだことを詳細にまとめたものです。その主な内容を紹介します。 

 

□Ⅰ  全年代で所得の中央値が減少。特に、｢35～44歳｣｢45～54歳｣で大幅減少 
 今回示された資料は、バブル経済崩壊後の1994年と直近の2019年の世帯所得を年代別で比べたものです。税金などで再分配後世帯所得

の中央値（順位が真ん中の値）は、25年間で35～44歳で569万円から465万円と104万円減です。45～54歳ではさらに大きく落ち込み、

697万円から513万円と184万円も減っています。（資料参照） 

□Ⅱ  『40～59歳』の世帯では共働きが増えたが、世帯の所得は減少 
 この25年間で、「40～59歳の世帯」の所得（世帯主＋配偶者）は、「夫婦のみ世帯」でも「夫婦と子世帯」でも、世帯主所得は減少していま

す。共働きが増え、配偶者所得は増加しているものの、世帯主所得の落ち込みを上回るほどではなく、世帯の所得は減少しています。 

 例えば、「夫婦と子世帯」では、1994年が世帯主所得732万円、配偶者所得が99万円、合計832万円。2019年は「世帯主681万円＋配

偶者143万円」、合計824万円です。（いずれも再分配前の数字） 

 

□Ⅲ  ｢若年単身世帯（25～34歳）｣で、200万円台の世帯所得の割合が上昇 

 「若年単身世帯（25～34歳）」において、世帯数の多い所得階級は25年前から300～400万円台で変わっていません。ただし、300～

400万円台の世帯割合が低下しており、200万円台と500万円台の割合が上昇しており、所得のばらつきが拡大する動きがみられます。200

万円台の割合上昇の要因は、非正規雇用の「若年単身世帯」の割合が25年前から大きく上昇していることが影響しています。 

 学卒後に初めて就く職（初職）が非正規であった者の雇用者に占める割合は若年層で大きい。 

 

□Ⅳ  「35～44歳」単身世帯の最多所得分布は、500万円台から300万円台に 

 就職氷河期世代を含む「35～44歳の単身世帯」の所得は、1994年は500万円台の所得階級の世帯が最も多かったが、2019年には300万

円が最も多くなっています。 

 非正規雇用者の雇用分布をみると、2019年において最も多い世帯数の多い階級は200万円台です。 

 

 先月号の事務所ニュースでは内閣府の「ミニ経済白書」を紹介しました。そこでは売上高の「伸び悩み」の一方で経常利益は「約７割増

加（2012～2018年度の全産業平均）」していること、一方で「国内設備投資と人件費が抑制されている」という企業動向が紹介されてい

ます。今回の資料も同じ方向での分析といえます。 

 先進国の中でここまで人件費が減少している国はありません。これが日本経済の成長を阻むことにつながり、しかも四半世紀にわたる政

策そのものが問われているわけです。単に口先で所得向上と叫んだり、効果のない減税対策ではなく、労働法制の抜本的変更・強化に踏み

出さなければならないようです。 
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25年間に働き盛り世帯の年所得が100万円以上減少（内閣府資料より）  
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法改正情報   

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

４月から中小企業もパワハラ防止の 

         ための措置が義務化に 

 改正労働施策総合推進法により、令和４年４月１日から、中小企業についても、これまで努力義務とされていた「職場におけるパワー

ハラスメント防止措置」の実施が義務化されます。その内容は、同法及び同法に基づく指針において、①事業主の方針等の明確化及び

周知・啓発、②相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③職場におけるパワーハラスメントに関する事後の迅速かつ適

切な対応、④①～③までの措置と併せて講ずべき措置、が示されています。そのポイントを紹介します。 
 

□Ⅰ  パワーハラスメントの定義、代表的な言動の６類型 
 前提として、パワハラの定義と代表的な類型を確認しておきます。 

＜職場の「パワーハラスメント」の定義＞        ＜代表的な言動の６類型＞ 

①身体的な攻撃                    ①優越的な関係を背景とした言動 

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの        ②精神的な攻撃 

③人間関係からの切り離し               ③労働者の就業環境が害されるもの 

                           ④過大な要求 

                           ⑤過小な要求 

                           ⑥個の侵害 

 

□Ⅱ  職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置の内容  

 

 

 
  

 

 

 

措置の内容 具体的チェック項目 

１事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはなら

ない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること 

・就業規則等に盛り込むなどしているか 

・文書を配布、掲示しているか 

・トップメッセージの発信、説明会や研修等を実施 

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を

就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること 

・文書に定めているか 

・周知・啓発の対象を全労働者としているか 

２ 相談に応じ、適切に対処するために必要な体制の整備 

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること ・相談担当者又は相談担当部署等の相談窓口の設置をし、社内掲示や資

料等の配布等 

・周知の対象者は全従業員（パート等含む） 

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に

対応できるようにすること 

・相談対応手順書等を作成、担当者に研修 

・相談場所や相談方法等を予め決める 

３ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること ・事実関係を行う担当者や部署等をあらかじめ決める 

・公正・中立的な立場で行える体制を作る 

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に

行うこと 

・人事労務管理者とパワハラが生じた部署の管理者など関係部署間におい

て、連携できる体制 

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと ・就業規則等に基づき適正な措置を行える体制 

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること ・事実確認した場合も、できなかった場合も再発防止措置（同様の措置）を講ずる 

４ そのほか併せて講ずべき措置 

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な

措置を講じ、その旨労働者に周知すること（性的指向・性自認

や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む） 

・プライバシー保護を行う旨を周知・啓発し、安心して相談できる取組み 

・担当者に対し、必要な研修等を行う 

・相談後に相談者や関係者に対するプライバシー保護を行う 

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱

いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること 

・規定等を作成して、労働者に周知・啓発する 
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JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章 

 Ruby, My Dear 愛しのルビー 

 1947年にセロニアス・モンクがブルーノートレコー

ドのセッション中に録音されたと記録されていますか

ら、実際の作曲はもっと前だったかもしれません。友人

のルビー・リチャードソンにちなんで名前が付けられた

そうです。名前のスペルはRubieです。モンクの姉の親

友で、初恋の人だったそうです。ですから、きっと若い

モンクが頭の中で作曲したフレーズを大事に記憶してい

たのだろうと想像してしまいます。32小節のバラード

で、アドリブするにはもったいないほど美しいメロディ

です。先頭の１拍目は４分音符休符。２拍目と３拍の先

頭までタイでつなぎ、この３拍目、４拍目は４分音符３

連符です。難しい表現をしましたが、この１小節目がモ

ンクらしいと思っています。「小柳さん、休符は休むと

いうのではなく、演奏するってことなの」と友人の奥さ

ん（チェロ奏者）から言われたことを思い出しました。 

 ソロモンクというレコードではソロで、モンク・ウイ

ズ・コルトレーンではコルトレーンがメロディを演奏し

て い ま す。サ リ ー・ス ウ ィ ッ シ ャ ― が 歌 詞 を 付 け、

1988年にカーメン・マックレイが録音しています。 

 

  愛しいルビー 

  涙を抑えているね 

  知っているよ彼が去ったこと 

  君の愛はどこかへ飛んで行ってしまった 

  君は一人きり 

  ああ、君は泣いているね 

  なんの返事もなく 

  消えない痛みだけが残る 

  だめだよ 

  君はそう言いたいんだね 

 

  あの日彼は君のもとに行き 

  音楽を奏でた 

  彼のやり方で 

  君は死にたいと言ったね 

  さよならを言うくらいなら 

  でも、いつか 

  彼がいなくなっても 

  君は彼の歌を歌うだろうね 

  君は歌い続けるよ 

  愛しいルビー 

 

 私事、事務所の移転を行い、３月１日から新しい場所

で仕事をしています。４月に迎える新入社員の働く場所

を確保するためですが、歳のせいか疲れました。創業以

来７度目の新事務所です。駅からも近くなり働きやすく

なったはずですが、まだ落ち着きません。 

司法書士の業務つれづれ帳 第70回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

世にさらす  

 先月、成年後見人の依頼があった。本人は、昨年４月に低

酸素脳症で意識を失い、病院に搬送された。現在意識はある

が話しかけても応答がなく意思疎通ができない。寝たきりの

状態にある。社協(社会福祉協議会)から聞いた話では、妻と子

供がいたが離婚をしていて、母と兄弟がいるが本人との関わ

りを拒否しているとのことだった。 

 本人は飲食店を経営していた。そして住民登録上の住所を

自身が経営する店舗に置いていた。その店舗には弁護士名で

の督促状が何通か届いていて、債務の総額は300万円に及んで

いた。それ以外の資産状況がわからないこともあり、昨年９

月から生活保護を受給していた。 

 今月に入り、社協、行政の福祉担当、生活保護担当、病院

のケースワーカーと私でミーティングが行われた。コロナの

影響で本人とは面会禁止となっていたことから、病院とはオ

ンラインで繋いで話をした。 

 成年後見業務で関係者とミーティングをすると、行政、福

祉、医療というのは、やはり民間とは違う独特の世界だなと

思う。病院とのオンラインもなかなか繋がらなかったり、本

人の状態を映そうとしてもカメラの位置がわからないようで

なかなか本人が出てこない。医療も福祉も専門でない私が

色々と質問をなげかけると、担当者間で共有されていない事

実が結構出てくる。これらの業界は閉鎖的で、新しいことや

自分の領域を出るようなことにネガティブな印象を受ける。

自分は、閉鎖された社会ともう一つの閉鎖された社会の「余

白」を埋めているように感じる。 

 成年後見の仕事は、本人と意思疎通ができないので最初の

情報収集に苦労する。本件は親族がいるが関りを拒んでいる

し、関りを拒んでいる親族は疎遠になっていることがほとん

どで正確な情報は出てこない。通常は本人の自宅を家捜し(や

さがし)して情報を収集し、これまでの人生を空想してこれか

らの人生を組み立てていく。 

 ただ、本人の名前をインターネットで検索したところ、

ウィキペディアに本人の情報がでてきた。本人はプロスポー

ツの世界にいたようで、戦績から引退後の生活、病歴まで出

てきた。個人情報がインターネットに載ることを好ましく思

わないことの方が多いし通常の生活においてメリットはない

が、今回は有益な情報となった。 

 私は経営者でもあるので自分を知ってもらうために自分の

情報をインターネット上に公開している。ＳＮＳも公開範囲

を制限しない投稿の方が多い。これは隠し事と内輪ウケをし

ないようにしようという自分への戒めと思ってやっていた

が、今回の件で別の効果もあることに気づいた。全てを世に

さらす必要はないが、日頃から自分を知っておいてもらうと

いうことは意味があると感じた。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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 自宅でのテレワーク勤務における労働時間管理 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番 労働相談メール roudou@officesup.com  

 この２年余にわたり自宅でのテレワーク勤務を基本として働いています。「みなし労

働時間」が基本だということで始業・終業時刻、休憩時間の管理があいまいで、結局深

夜に及ぶ勤務もしばしばで、残業代の請求もできておらず、最近は体調不良が気になり

始めています。  

3 

4XHVWLRQ

$QVZHU /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

【テレワーク勤務の功罪】 
 コロナ禍が長く続き、長い期間に及んで在宅でのテレワー

ク勤務をしている方も増えています。在宅でのテレワーク勤

務は、何よりコロナ感染リスクを軽減できます。また、通勤

時間がないためかなり時間的余裕が生まれるというメリッ

ト、子育て等の家事に費やす時間も取りやすいなどさまざま

なメリットがあります。 

 一方、通常勤務と違い職場の上司や同僚との意思疎通、意

見交換が制約される、始業・終業時間や休憩時間と私的な時

間との区別があいまいになりがちで、会社のシステムよって

は労働時間の管理ができなくなってしまうケースもありま

す。 

 あなたのケースもそういうデメリットを被っておられるよ

うです。とくに体調不良が生まれ始めているということは、

業務量の軽減も含めて上司とよく相談されて解決を図ること

が必要と思います。 
 

【「事業場外みなし労働時間制」の適用をめぐって】 
 在宅勤務の場合、買い物等に出かけるなどの業務中断時間

をどこまで管理するのか、短時間の中断時間であればある程

度本人の自由な扱いを認めるのかという問題が発生します。

10分20分程度の中断であれば、いちいち管理せず自由な裁量

を認めるとしている会社も多いようです。もちろん厳格に管

理するよう記録を義務付けている会社もありますが、監視カ

メラを設置することまですることは抵抗もあると思います。 

 「事業場外みなし労働時間制」は、労働者が事業場外で業

務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難

なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督

が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用

できる制度です。この適用を受けた場合には、労働者はある

程度自由な働き方をでき、柔軟にテレワークを行うことが可

能です。政府のテレワークの｢ガイドライン｣でもその適用

を認めています。ただし次のような条件を課していま

す。 

① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状

態におくこととされていないこと。 

  ・勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を 

   切断することができる場合 

  ・労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることが 

   でき、（使用者との）応答のタイミングを労働者が判 

   断することができる場合 

  ・会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を 

   行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働 

   者において判断できる場合 

② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていな

いこと 

  ・使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的 

   事項にとどまり。一日のスケジュールをあらかじめ決 

   めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定 

   するものではない場合 
 

【労働時間の管理の仕方】 
 テレワークの場合、労働時間の管理があいまいになる場合

があります。通常勤務と違い、使用者は勤務状況を現認する

ことはできず、タイムカード等もないためです。こうした下

では次のような把握の仕方を取ることを「ガイドライン」は

薦めています。 

 ①労働者が使用する情報通信機器の使用時間の記録等によ

り把握する 

 ②労働者の自己申告による把握 

   この場合、使用者は労働者に適正な報告をするよう十

分な説明を行うこと（実態との乖離がないかを適時調査

をする、上限を設けるなど適正な申告を阻害する措置を

講じないこと）。例えば、一日の終業時に、始業時刻、

終業時刻をメール等で報告させるなどの方法をとる。 

 ③「事業所外みなし労働時間制」が適用される場合は、実

態に合ったみなし時間となっているかを労使で確認し、

その結果に応じて業務量等を見直すこと 
 

【健康管理措置】 
 言うまでもなく、健康診断の実施、健康相談をできる体制

の整備、過重労働による健康障害を防止するための医師によ

る面接指導及びその結果を受けた措置、ストレスチェックと

その結果を受けた措置など、安全衛生法等に基づく措置は必

ず取らなければなりません。 
 
  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  



 

 

 昨年６月に千葉県八街市で飲酒運転のトラックが

下校中の小学生に突っ込み５人が死傷する痛ましい

事故が発生しました。これをうけて 道交法が改正さ

れ、飲酒運転を根絶するために、いわゆる白ナン

バーの事業者への規制が強化されることになり、令

和４年４月１日と同年10月１日の２段階で施行され

ます。そこで、今回は道交法改正内容を概観したう

えで、そのほか就業規則上でどのような対策が考え

られるのか、みていきます。 

 

１ 安全運転管理者の業務内容の改正 
 白ナンバーの自動車を５台以上（自動二輪車（原

動機付自転車を除く）は１台を0.5台としてカウン

ト）または乗車定員が11人以上の自動車を１台以上

使用する事業所は、一定の要件を満たす安全運転管

理者を選任しなければなりません１）（道交法74条の

３第１項）。 

 安全運転管理者は、事業所の業務に従事する運転

者に対して、安全運転教育を行うほか、内閣府令で

定める安全運転管理業務２）を行わなければなりませ

ん（同２項）。そして、本年４月より安全運転管理

業務に①運転前後の運転者に対して、酒気帯びの有

無について、運転者の状態を目視で確認すること、

②その確認内容を記録して１年間保存することが追

加されます。さらに、本年10月からは、③①の確認

をアルコール検知器を用いて確認すること、④アル

コール検知器を常時有効に保持３）することが義務付

けられます。 

 車輌管理規程などの自動車関連規程には、安全運

転管理者の業務内容が規定されている場合がありま

すので、内容を確認して、必要があれば今回追加さ

れた業務を追加するなどの改定する必要がありま

す。 
 

２ 就業規則での対応 
 安全運転管理者の業務にアルコールチェックが追

加されることを受けて、就業規則に、自動車を運転

する前後にアルコールチェックを義務付ける規定を

追加することが考えられます。たとえば、「従業員

は、業務で自動車を運転する場合には、その開始

前、および終了後に、安全運転管理者等によるアル

コール検査を受けなければならない」などです。 

 また、業務中の飲酒運転を禁止していて、懲戒処

分の対象となるかどうかも確認しましょう。多くの

会社の服務規律には「酒気を帯びて就業しないこ

と」などの規定があり、服務規律違反を懲戒処分で

きる規定となっていますので、対応可能なケースが

多いと思われます。自動車を多く使う業種では、飲

酒運転を明示して禁止することも考えられます。 

 次に問題になるのは、休日などの私生活での飲酒

運転も懲戒処分の対象としてもよいのかどうかで

す。一般的に、会社の名誉信用を毀損するような私

生活上の非違行為を懲戒処分事由として定めている

事例が多いですが、このような規定を根拠に業務外

の飲酒運転を懲戒することに問題はないのでしょう

か。 

 この点については、「会社の社会的評価に重大な

悪影響を与えるような従業員の行為については、そ

れが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われた

ものであっても、これに対して会社の規制を及ぼし

うることは当然認められなければならない」４）とし

た最高裁判決に基づいて判断する必要があります。

つまり、業務外での飲酒運転が、会社の社会的評価

を大きく傷つけるような場合には、懲戒処分の対象

とすることも可能と解されます。たとえば、悪質な

事故を起こして社名付きで報道された場合などは重

い処分となることもやむを得ないでしょう。逆に、

検挙されただけで違反の程度も軽微な場合まで懲戒

処分を行うことは慎重であるべきです。以上のこと

から、私生活上の飲酒運転も懲戒の対象とできるよ

うに規定はしておいて、運用面では個別の事情を勘

案した対応が重要となります。 

 なお、就業規則だけでなく、年末年始や歓送迎会

シーズンに注意喚起を行うなどタイムリーに防止対

策を行うことなどが重要なのは当然です。 

 

 

 

１）自動車を20台以上使用する事業所では、副安全運

転管理者を20台毎に1人選任する必要がある。 

２）安全運転管理業務の内容は、紙幅の都合でここで

は触れませんが、警視庁のホームページ等を参照。 

３）「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障が

ない状態で保持しておくことをいう（R3.11.10丁交

企発412）。 

４）S49.3.15最二小判「日本鋼管事件」 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント○71  

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第71回：  飲酒運転防止対策  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル） 

http://www.vcon.jp 

第107回：クロスSWOT分析は戦略ツール  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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 皆さんが、会社の置かれた内外環境を整理する時に、よく「SWOT

分析」をすると思います。SWOT分析とは、ご存知のように、自社の事業

の状況等を、強み（Strength）、弱み（Weakness）、機会

（Opportunity）、脅威（Threat）の4つの項目で整理して、分析する方法

です。次の図で示す通りです。 

 SWOT分析とは、自社の置かれた内外環境を明らかにし、事業計画

書を作成する時などの基礎とするツールです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このSWOT分析を基礎資料として、「クロスSWOT分析」という応用的な分析

手法があります。これは、内部環境と外部環境を組み合わせ、「強味×機会

（積極化）」、「強み×脅威（差別化）」、「弱み×機会（改善）」、「弱み×脅威

（防衛・撤退）」という4つのパターンで、戦略を明確にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは、会社が置かれた状況からどのような方向性で打つ手を具体

化したらいいかを明確にできる応用ツールであり、実はこれが極めて実

戦的な手法なのです。 

 具体例として、当社コンサル会社の例をとって、今コロナ禍で、新戦略

としサービス提供の主力とする「リモート指導コンサルティング」をどのよ

うに進めるべきかを考えた時の事例をご紹介しましょう。 

その１（積極的戦略） 

・・強み【多様なコンサルノウハウ】✕機会【問題解決力へのニーズ】 

 

その２（弱点強化戦略） 

・・✕弱み（【ＷＥＢ集客が弱点】＋ 

            【コンサルティング体験機会の創出不足】）

✕機会（【コンサルティング生産性の向上】＋ 

      【コンサルティングビジネスモデル変化の兆し】＋ 

      【課題特化で費用対効果ある 

            コンサルティングへのニーズ】＋ 

      【リモートによるコンサル営業が可能に】） 

 このようなクロスSWOT分析を通して、ニューノーマル時代

の新しい取組みとして、 

お分かりいただけましたでしょうか？あなたの会社でもク

ロスSWOT分析を行ってみませんか？ 

 

 

 

ＷＥＢお問合せ改善の取組強化（キーワード活用のＳＥＯ

対策やＨＰサイト内回遊性向上で問合せサイト誘導）によ

る機会創出により「定額のサブスクサービスを含めたリ

モート経営コンサルティング」サービスをコンサルティン

グの新業態として確立する。 

コンサルティング研究所立上げによるコンサルノウハウの

確立と標準化並びにノウハウ研究開発・戦略構築のカン

ファレンス（力量を寄せ合い解決力アップの対策会議）の

場づくり 

Ｖコンサルティング研究所（中小企業のコンサルノウハウ

研究開発・経営企画・戦略策定を行うカンファレンスの

場）を新設し、リモート指導コンサルティング（定額のサ

ブスクリプションサービスを含む）を行う 

内

部

環

境 

強

み 

１．【多様なコンサルノウハウ】 

２．【建設業他得意業種多数】 

３．【現場改善指導が得意】 

４．【専門家ネットワーク力】 

５．【ビジネスプラン作成ノウハウ】 

６．【経営戦略・経営企画策定スキル】 

７．【東京都心立地の利便性と信頼】 

８．【リモート相談業務でコンサル力量を示せる】 

弱

み 

１．【組織不在によるマンパワー不足】 

２．【ブランド力がなく、乏しい営業力】 

３．【賃料や販促費・経費に比して売上規模小】 

４．【ＷＥＢ集客が弱点】 

５．【コンサルティング体験機会の創出不足】 

６．【狩猟型ビジネスのため 

        コンサル売上が平準化せず】 

７．【コンサルティングノウハウの共有がない】 

外

部

環

境 

機会 １．【問題解決力へのニーズ】 

２．【コンサルティング生産性の向上】 

３．【コンサルティングビジネスモデル 

              変化の兆し】 

４．【課題特化で費用対効果ある 

      コンサルティングへのニーズ】 

５．【リモートによるコンサル営業が可能に】 

脅威 １．【コロナ禍でのコンサルニーズの減退】 

２．【大手コンサル会社のシェアの大きさ】 


